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個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 児童手当受給者台帳システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当支給事務における受給者管理のために利用する 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５続柄、６受給状態、

７認定請求年月日、８認定年月日、９開始年月、１０認定理

由、１１認定番号、１２受給者区分、１３年金区分、１４保険

証情報、１５電話番号、１６施設、１７消滅届出年月日、１８

消滅認定年月日、１９消滅年月、２０消滅該当日、２１消滅理

由、２２差止開始年月日、２３差止理由、２４所得情報、２５

振込先口座情報、２６支払情報、２７手当額改定履歴、２８異

動履歴、２９世帯構成 

記録範囲 伊勢崎市に住民登録がある者（受給者のみ該当する記録項目あ

り） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 
伊勢崎市福祉こども部こども保育課、伊勢崎市福祉こども部社

会福祉課、伊勢崎市教育部健康給食課、他市町村児童手当担当

課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 
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備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当受給者台帳システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童扶養手当支給事務における受給者管理のために利用する 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５続柄、６受給状態、

７認定請求年月日、８認定年月日、９支給開始年月、１０支給

要件該当日、１１支給事由、１２当初支給年月、１３受給者区

分、１４証書番号、１５減額開始年月、１６前住地、１７旧証

書番号、１８減額上限額、１９当初認定年月日、２０所得情

報、２１支給停止開始年月、２２支給停止理由、２３支給停止

終了年月、２４支給停止決定年月日、２５喪失届出年月日、２

６喪失認定年月日、２７資格喪失年月、２８資格喪失該当日、

２９資格喪失理由、３０転出先、３１差止開始年月日、３２差

止理由、３３適用除外届出日、３４適用除外開始年月、３５適

用除外該当日、３６適用除外終了年月日、３７適用除外決定

日、３８適用除外届出事由、３９辞退届出年月日、４０辞退決

定年月日、４１辞退年月、４２辞退事由、４３受給者勤務先情

報、４４支払情報、４５異動履歴、４６世帯構成、４７手帳情

報、４８診断書情報 

記録範囲 伊勢崎市に住民登録がある者（受給者のみ該当する記録項目あ

り） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含む 

記録情報の経常的提供先 伊勢崎市福祉こども部社会福祉課、伊勢崎市健康推進部年金医

療課、他市町村児童扶養手当担当課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 



4 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当受付処理簿 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童扶養手当支給事務における各種認定請求や届出の受付及び

認定状況の管理のために利用する 

記録項目 

１氏名、２住所、３証書番号、４受付年月日、５受理年月日、

６認定年月日、７改定年月日、８喪失年月日、９転出年月日、

１０通知書交付日、１１所得適否、１２手当ランク、１３該当

事由 

記録範囲 児童扶養手当受給者及び対象児童 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、児童扶養手当受給者台帳システ

ム 
要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 特別児童扶養手当受給者台帳システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 特別児童扶養手当支給事務における受給者管理のために利用す

る。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５続柄、６受給状態、

７認定請求年月日、８認定年月日、９開始年月、１０認定理

由、１１年金、１２受給者区分、１３消滅年月日、１４消滅理

由、１５差止年月日、１６差止理由、１７証書番号、１８電話

番号、１９所得情報、２０異動履歴、２１世帯構成、２２手帳

情報、２３診断書情報 

記録範囲 伊勢崎市に住民登録のある者（受給者のみ該当する記録項目あ

り） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、群馬県生活こども部児童福祉・

青少年課 
要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含む 

記録情報の経常的提供先 
群馬県生活こども部児童福祉・青少年課、伊勢崎市福祉こども

部こども保育課、伊勢崎市福祉こども部障害福祉課、他市町村

特別児童扶養手当担当課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 特別児童扶養手当受給者索引簿 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 特別児童扶養手当支給事務における受給者管理のために利用す

る 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３証書番号 

記録範囲 特別児童扶養手当受給者 

記録情報の収集方法 群馬県生活こども部児童福祉・青少年課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 特別児童扶養手当受付処理簿 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 特別児童扶養手当支給事務における各種認定請求や届出の受付

及び認定状況の管理のために利用する 

記録項目 

１氏名、２住所、３証書番号、４受付年月日、５受理年月日、

６進達年月日、７認定年月日、８認定等級、９障害認定有期 

記録範囲 特別児童扶養手当受給者及び対象児童 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、特別児童扶養手当受給者台帳シ

ステム、群馬県生活こども部児童福祉・青少年課 
要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 出産祝金受付簿 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 出産祝金支給事務における申請者管理のために利用する 

記録項目 

１認定番号、２受付日、３受付場所、４申請者氏名、５住所、

６該当児童氏名、７該当児童生年月日、８該当児童性別、９出

産した者の氏名、１０税滞納の有無、１１支給額、１２振込先

口座情報、１３認定日、１４決定通知書発送日、１５支給日 

記録範囲 出産祝金の申請者及び該当児童 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 伊勢崎市財政部収納課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 児童福祉手当台帳システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 ひとり親家庭等福祉手当及び交通遺児等福祉手当支給事務にお

ける受給者管理のために利用する 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５続柄、６受給状態、

７認定請求年月日、８認定年月日、９開始年月、１０認定理

由、１１消滅年月日、１２消滅理由、１３差止年月日、１４差

止理由、１５認定番号、１６電話番号、１７支払情報、１８異

動履歴、１９所得情報、２０振込先口座情報、２１現況届受付

日、２２手帳情報 

記録範囲 伊勢崎市に住民登録がある者（受給者のみ該当する記録項目あ

り） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含む 

記録情報の経常的提供先 伊勢崎市福祉こども部社会福祉課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 



11 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 入学準備金受付簿 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 入学準備金支給事務における申請者管理のために利用する 

記録項目 

１認定番号、２受付日、３受付場所、４申請者氏名、５住所、

６該当児童氏名、７該当児童生年月日、８該当事由、９児童扶

養手当認定の有無、１０支給額、１１申請者住民日、１２振込

先口座情報、１３認定日、１４決定通知書発送日、１５支給日 

記録範囲 入学準備金の申請者及び該当児童 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 



12 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 R2 年度子育て世帯への臨時特別給付金台帳システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 令和２年度の子育て世帯への臨時特別給付金支給事務における

支給対象者管理のために利用する 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５申請年月日、６申請

受付日、７書類受理日、８代理人氏名、９振込先口座情報、１

０電話番号、１１不備情報、１２施設、１３支払方法、１４申

請番号、１５請求金額、１６請求人数、１７書類審査日、１８

資格審査日、１９支給決定日、２０強制決定事由、２１支払予

定日、２２支給決定額、２３支給人数、２４支払日、２５強制

却下事由、２６却下年月日、２７お知らせ通知書発行日、２８

支給決定通知書発行日、２９異動履歴、３０世帯構成 

記録範囲 伊勢崎市に住民登録がある者（支給対象者のみ該当する記録項

目あり） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 



13 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 子育て世帯への臨時特別給付金台帳システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 子育て世帯への臨時特別給付金支給事務における支給対象者管

理のために利用する 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５申請年月日、６申請

受付日、７書類受理日、８代理人氏名、９振込先口座情報、１

０電話番号、１１不備情報、１２施設、１３支払方法、１４申

請番号、１５請求金額、１６請求人数、１７書類審査日、１８

資格審査日、１９支給決定日、２０強制決定事由、２１支払予

定日、２２支給決定額、２３支給人数、２４支払日、２５却下

年月日、２６強制却下事由、２７お知らせ通知書発行日、２８

支給決定通知書発行日、２９異動履歴、３０世帯構成 

記録範囲 伊勢崎市に住民登録がある者（支給対象者のみ該当する記録項

目あり） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 



14 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 子育て世帯への臨時特別給付金申請受付簿 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 子育て世帯への臨時特別給付金支給事務における支給対象者管

理のために利用する 

記録項目 

１受付日、２申請者氏名、３受付区分、４事業種別、５支払予

定日、６児童数、７支払予定額 

記録範囲 子育て世帯への臨時特別給付金の申請者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 



15 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 R3 子育て世帯生活支援特別給付金台帳システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 令和３年度の子育て世帯生活支援特別給付金支給事務における

支給対象者管理のために利用する 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５申請年月日、６申請

受付日、７書類受理日、８代理人氏名、９振込先口座情報、１

０電話番号、１１不備情報、１２対象区分、１３支払方法、１

４申請番号、１５請求金額、１６請求人数、１７書類審査日、

１８資格審査日、１９支給決定日、２０強制決定事由、２１支

払予定日、２２支給決定額、２３支給人数、２４支払日、２５

却下年月日、２６却下事由、２７追加支払予定日、２８追加支

給決定額、２９追加支払日、３０追加却下年月日、３１追加却

下事由、３２お知らせ通知書発行日、３３支給決定通知書発行

日、３４却下通知書発行日、３５異動履歴、３６世帯構成 

記録範囲 伊勢崎市に住民登録がある者（支給対象者のみ該当する記録項

目あり） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 



16 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 R4 子育て世帯生活支援特別給付金台帳システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 令和４年度の子育て世帯生活支援特別給付金支給事務における

支給対象者管理のために利用する 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５申請年月日、６申請

受付日、７書類受理日、８代理人氏名、９振込先口座情報、１

０電話番号、１１不備情報、１２対象区分、１３支払方法、１

４申請番号、１５請求金額、１６請求人数、１７書類審査日、

１８資格審査日、１９支給決定日、２０強制決定事由、２１支

払予定日、２２支給決定額、２３支給人数、２４支払日、２５

却下年月日、２６却下事由、２７追加支払予定日、２８追加支

給決定額、２９追加支払日、３０追加却下年月日、３１追加却

下事由、３２お知らせ通知書発行日、３３支給決定通知書発行

日、３４却下通知書発行日、３５異動履歴、３６世帯構成 

記録範囲 伊勢崎市に住民登録がある者（支給対象者のみ該当する記録項

目あり） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 子育て世帯支援金給付ファイル 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 子育て世帯支援金給付事務における支給対象者管理のために利

用する 

記録項目 

１対象児童氏名、２対象児童生年月日、３続柄、４支給対象者

氏名、５住所、６通知（申請書）発送日、７振込予定日、８振

込先口座情報、９支給金額、１０転出者氏名、１１転出地 

記録範囲 子育て世帯支援金支給対象者及び対象児童 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 ひとり親世帯臨時特別給付金台帳システム 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 ひとり親世帯臨時特別給付金支給事務において支給対象者管理

のために利用する 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５申請年月日、６申請

受付日、７書類受理日、８代理人氏名、９振込先口座情報、１

０電話番号、１１不備情報、１２対象区分、１３支払方法、１

４申請番号、１５請求金額、１６請求人数、１７書類審査日、

１８資格審査日、１９支給決定日、２０強制決定事由、２１支

払予定日、２２支給決定額、２３支給人数、２４支払日、２５

却下年月日、２６却下事由、２７追加支払予定日、２８追加支

給決定額、２９追加支払日、３０追加却下年月日、３１追加却

下事由、３２お知らせ通知書発行日、３３支給決定通知書発行

日、３４却下通知書発行日、３５異動履歴、３６世帯構成 

記録範囲 伊勢崎市に住民登録がある者（支給対象者のみ該当する記録項

目あり） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名】子育て支援課手当給付係 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当受給者臨時給付金台帳 

行政機関等の名称 伊勢崎市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 福祉こども部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童扶養手当受給者臨時給付金支給事務における支給対象者管

理のために利用する 

記録項目 

１証書番号、２氏名、３振込先口座情報、４住所 

記録範囲 児童扶養手当受給者臨時給付金の支給対象者 

記録情報の収集方法 児童扶養手当受給者台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）伊勢崎市総務部総務課 

（所在地）〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 ― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無  

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 （実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 （実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 ― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和４年１２月１２日 


